
 
              

  令和３年１１月１５日 

三次市地域振興部定住対策・暮らし支援課 

                

 

 

 

 

 

 

「ひと・かがやき映画上映会」の開催について 

１２月４日から１２月１０日までは人権週間です。人権尊重の理念について

理解を深め，互いに認め合い，ともに生きるひとづくり・まちづくりについて，

映画を通して，市民の皆さんに考えていただくために，三次市人権啓発推進事

業「ひと・かがやき映画上映会」を開催します。 

 

１ 日  時 令和３年１２月４日（土）１３：４０～１６：００ 

 

２ 会  場 みよしまちづくりセンター ペペらホール 

 

３ 上映作品 「おいしい家族」 ※日本語字幕付き 

 

４ 同時開催 紙芝居「花さき山」 

社会を明るくする運動作文コンテスト表彰式 

 

５ 観 賞 料 無料 

 

６ 定  員 １００名 

 

 ７ 申込方法 電子申請システムまたは往復はがき（消印有効）による先着順  

      

 ※添付書類 「ひと・かがやき映画上映会」 チラシ 

 

三次市 地域振興部 定住対策・暮らし支援課 共生社会推進係 （担当 黒瀨・笹岡） 

電話番号：0824-62-6247  FAX番号：0824-62-6235 

Ｅ-mail：teijyu@city.miyoshi.hiroshima.jp 

〒728-8501 広島県三次市十日市中二丁目８番1号 

本件に関するお問い合わせ先 

ニュースリリース 

mailto:teijyu@city.miyoshi.hiroshima.jp


【主催】三次市 【共催】三次人権擁護委員協議会 / 三次地区保護司会 【後援】広島法務局三次支局

【映画のあらすじ】
実家に帰ると、⽗が⺟になっていた。「⽗さん、この⼈と家族になろうと思う」その相⼿とは…
⼈も気候も穏やかな島を舞台に性別も国籍も超えて、好きなものを好きといえる世界を、
おいしくたのしく、カラフルに描いた作品です。【主演】松本 穂香

令和３年度三次市人権啓発推進事業 ひと・かがやき映画上映会

※申込⽅法や注意事項については、裏⾯をご確認ください。

12月4日（土）から12月10日（⾦）までは⼈権週間です。
⼈権尊重の理念について理解を深め、互いに認め合い、ともに⽣きるひとづく
り・まちづくりについて、映画を通して考えてみませんか︖

©2019「おいしい家族」製作委員会

日本語字幕付き

12⽉4日（⼟）13:40〜16:00（13:00受付開始）
・13︓40〜 紙芝居「花さき⼭」
・14︓10〜 社会を明るくする運動作⽂コンテスト表彰式
・14︓30〜 映画「おいしい家族」上映
みよしまちづくりセンター ペペらホール
三次市⼗日市⻄六丁⽬10番45号

と き

ところ
事前申込制
定員100名
参加費
無料



定 員 100名
上映作品 「おいしい家族」 ※日本語字幕付き

申込資格 三次市に在住または市内に通勤・通学している方
申込方法 電子申請システムまたは往復はがき（消印有効）による先着順

※必要事項を明記してお申込ください。

※申込は1住所1回に限ります。

申込締切 11月24日（水）※結果につきましては、メール等により個別にご連絡いたします。

申込み・お問合せ先
〒728-8501三次市十日市中二丁目8番1号
三次市地域振興部 定住対策・暮らし支援課共生社会推進係
☎0824-62-6247 📠0824-62-6235 ✉teijyu@city.miyoshi.hiroshima.jp

【応募について】

〈往復ハガキ記入例〉
往信 表 返信 裏 返信 表 往信 裏

往信

三次市十日市中二丁目8-1
三次市役所
定住対策・暮らし支援課
共生社会推進係

728-8501

※この面には何も記入

しないでください。

返信

郵便番号

住所

名前

①代表者名
ふりがな

②郵便番号・住所

③参加人数

④電話番号
※連絡の取れる番号

【新型コロナウイルス感染拡大防止対策】
・マスク着用、⼿指のアルコール消毒をお願いします。
・入場時には、非接触体温計による検温を実施させていただきます。
・発熱（37.5℃以上）など体調不良の場合には入場することはできません。
・会場内での飲食・喫煙は禁止です。（水分補給可）
・会場内ではソーシャルディスタンスを保ちながら、座っていただきます。
・密集や近距離での会話や⼤声での会話はお控えください。
・今後の新型コロナウイルス感染拡⼤状況によっては、中止となる場合があります。

三次観光イメージキャラクター

ひと・かがやき
映画上映会

三次市電子申請システム

12⽉4日（⼟）から12⽉10日（⾦）までは人権週間です。

インターネット上への差別書き込みはやめましょう︕
インターネットの普及に伴い、その匿名性、情報発信の容易さか
ら、個⼈に対する誹謗中傷、名誉やプライバシーの侵害、差別を
助⻑する表現の書き込みなど様々な⼈権問題が発⽣しています。
このような書き込みは、⼈を傷つけるものであり、書き込みをし
た⼈が罪に問われることもあります。インターネットを利用する
ときも、ルールやモラルを守り、⼈権侵害をなくしましょう。

【相談窓口】
・みんなの⼈権110番（法務局常設相談所）0570-003-110 ・インターネット⼈権相談

mailto:teijyu@city.miyoshi.hiroshima.jp

